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 別 紙

千 葉 県 特 定 金 属 類 取 扱 業 の 規 制 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 指 示 、

営 業 停 止 命 令 及 び 許 可 の 取 消 し の 基 準  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条 　 こ の 基 準 は 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は こ れ ら の 代 理 人 若

し く は 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 行 っ た 法 令 違 反 行 為 等 に 対 し 千

葉 県 公 安 委 員 会 （ 以 下 「 公 安 委 員 会 」 と い う 。） が 指 示 、 営 業

停 止 命 令 又 は 許 可 の 取 消 し を 行 う た め の 要 件 等 に つ い て 必 要 な

 事 項 を 定 め る も の と す る 。

 （ 用 語 の 意 義 ）

第 ２ 条 　 こ の 基 準 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

 れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ １ ） 指 示 　 千 葉 県 特 定 金 属 類 取 扱 業 の 規 制 に 関 す る 条 例 （ 令 和

６ 年 千 葉 県 条 例 第 ２ ７ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第 １ ９ 条

の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 に 対 し 、 必 要 な 措 置 を

 と る べ き こ と を 指 示 す る こ と を い う 。

（ ２ ） 営 業 停 止 命 令 　 条 例 第 ２ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 金 属 類

取 扱 業 者 に 対 し 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を

 命 ず る こ と を い う 。

（ ３ ） 許 可 の 取 消 し 　 条 例 第 ２ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 特 定 金 属 類

取 扱 業 者 に 対 し 、 そ の 特 定 金 属 類 取 扱 業 の 許 可 を 取 り 消 す こ

 と を い う 。

（ ４ ） 法 令 違 反 行 為 　 条 例 、 同 条 例 施 行 規 則 又 は 条 例 に 基 づ く 処

分 に 違 反 す る 行 為 （ 指 示 に 違 反 す る 行 為 を 除 く 。） を い う 。 

（ ５ ） 法 令 違 反 行 為 等 　 法 令 違 反 行 為 及 び 指 示 に 違 反 す る 行 為 を

 い う 。

 （ ６ ） 指 示 対 象 行 為 　 指 示 の 理 由 と し た 法 令 違 反 行 為 を い う 。

（ ７ ） 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 　 営 業 停 止 命 令 の 理 由 と し た 法 令 違

 反 行 為 等 を い う 。

（ ８ ） 営 業 停 止 期 間 　 営 業 停 止 命 令 に お い て 特 定 金 属 類 取 扱 業 者

 が 営 業 を 停 止 し な け れ ば な ら な い こ と と す る 期 間 を い う 。

 （ 法 令 違 反 行 為 等 の 分 類 ）

第 ３ 条 　 法 令 違 反 行 為 等 は 、 別 表 に 定 め る と お り 、 Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、

 Ｄ 、 Ｅ 、 Ｆ 及 び Ｉ に 分 類 す る も の と す る 。

 （ 指 示 を 行 う べ き 場 合 ）

 第 ４ 条 　 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 指 示 を 行 う も の



 と す る 。

（ １ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 、 Ｅ 又 は Ｆ に 分 類 さ れ る

 も の を 行 っ た と き 。

（ ２ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が こ れ ら の 代 理 人 又 は 使 用 人 そ の 他 の

従 業 者 （ 以 下 「 代 理 人 等 」 と い う 。） に 対 し 指 導 及 び 監 督 そ

の 他 代 理 人 等 に よ る 法 令 違 反 行 為 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措

置 を 尽 く し て い な か っ た こ と に よ り 、代 理 人 等 が Ｂ 、Ｃ 、Ｄ 、

 Ｅ 又 は Ｆ に 分 類 さ れ る も の を 行 っ た と き 。

（ ３ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理

人 等 が Ｉ に 分 類 さ れ る も の を 行 っ た 場 合 で あ っ て 、 盗 品 等 の

売 買 等 の 防 止 又 は 盗 品 等 の 速 や か な 発 見 が 阻 害 さ れ る お そ れ

 が あ る と 認 め る と き 。

 （ 指 示 の 内 容 ）

第 ５ 条 　 指 示 に お い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を と る べ き こ と

 を 指 示 す る も の と す る 。

（ １ ） 指 示 対 象 行 為 の 原 因 と な っ た 事 由 を 解 消 す る た め の 措 置 そ

の 他 の 指 示 対 象 行 為 と 同 種 又 は 類 似 の 法 令 違 反 行 為 が 将 来 に

 お い て 行 わ れ る こ と を 防 止 す る た め の 措 置

（ ２ ）指 示 対 象 行 為 に よ り 生 じ た 違 法 状 態 が 残 存 し て い る と き は 、

 当 該 違 法 状 態 を 解 消 す る た め の 措 置

（ ３ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 盗 品 等 の 売 買 等 の 防 止 又 は 盗

 品 等 の 速 や か な 発 見 の た め に 必 要 な 措 置

（ ４ ） 前 各 号 に 規 定 す る 措 置 が 確 実 に と ら れ た か 否 か を 確 認 す る

必 要 が あ る と き は 、 当 該 措 置 の 実 施 状 況 に つ い て 公 安 委 員 会

 に 報 告 す る 措 置

２ 　 前 項 各 号 に 規 定 す る 措 置 に つ い て は 、 指 示 対 象 行 為 の 態 様 、

指 示 対 象 行 為 に よ り 生 じ た 違 法 状 態 の 残 存 の 程 度 等 を 勘 案 し 、

 期 限 を 付 す こ と が で き る 。

 （ 営 業 停 止 命 令 ）

第 ６ 条 　 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 し 、 盗

品 等 の 売 買 等 の 防 止 又 は 盗 品 等 の 速 や か な 発 見 が 著 し く 阻 害 さ

れ る お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 営 業 停 止 命 令 を 行 う も の と

 す る 。

（ １ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ 又 は Ｅ に 分 類 さ れ る も の

 を 行 っ た と き 。

（ ２ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 代 理 人 等 に 対 す る 指 導 及 び 監 督 そ の



他 代 理 人 等 に よ る 法 令 違 反 行 為 等 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措

置 を 尽 く し て い な か っ た こ と に よ り 、 代 理 人 等 が Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ

 又 は Ｅ に 分 類 さ れ る も の を 行 っ た と き 。

２ 　 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が Ｆ に 分 類 さ れ る も の を 行 っ た と き 、 又

は 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 代 理 人 等 に 対 す る 指 導 及 び 監 督 そ の 他

代 理 人 等 に よ る 法 令 違 反 行 為 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を 尽

く し て い な か っ た こ と に よ り 、 代 理 人 等 が Ｆ に 分 類 さ れ る も の

を 行 っ た と き で あ っ て 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

 営 業 停 止 命 令 を 行 う も の と す る 。

（ １ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理 人 等 に よ り 当 該 営 業 停 止 命 令

対 象 行 為 と 同 種 又 は 類 似 の 法 令 違 反 行 為 が 繰 り 返 し 行 わ れ て

 い る と き 。

（ ２ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理 人 等 が 当 該 営 業 停 止 命 令 対 象

行 為 を 行 っ た 日 前 ５ 年 以 内 に 当 該 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 営 業

 停 止 命 令 を 受 け た こ と が あ る と き 。

（ ３ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理 人 等 が 当 該 営 業 停 止 命 令 対 象

行 為 を 行 っ た 日 前 ３ 年 以 内 に 当 該 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 指 示

 を 受 け た こ と が あ る と き 。

（ ４ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理 人 等 が 当 該 営 業 停 止 命 令 対 象

行 為 に 関 す る 証 拠 を 隠 滅 し 、 偽 造 し 、 又 は 変 造 し よ う と し た

 と き 。

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 引 き 続

き 特 定 金 属 類 取 扱 業 を 行 っ た 場 合 に 盗 品 等 の 売 買 等 の 防 止 又

は 盗 品 等 の 速 や か な 発 見 が 著 し く 阻 害 さ れ る お そ れ が あ る と

 認 め ら れ る と き 。

 （ 営 業 の 一 部 の 停 止 命 令 ）

第 ７ 条 　 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 の 営 業 所 の う ち 、 一 部 の 営 業 所 の み

を 対 象 と し て 営 業 停 止 命 令 を 行 う べ き 必 要 が あ り 、 か つ 、 そ れ

に よ り 目 的 を 達 成 で き る 場 合 に は 、 一 部 の 営 業 所 に 対 し て 営 業

 停 止 命 令 を 行 う こ と が で き る 。

 （ 営 業 停 止 命 令 に 係 る 基 準 期 間 等 ）

第 ８ 条 　 営 業 停 止 命 令 に 係 る 基 準 期 間 、 短 期 及 び 長 期 （ 以 下 そ れ

ぞ れ 「 基 準 期 間 」、「 短 期 」 及 び 「 長 期 」 と い う 。） は 、 次 の 各

号 に 掲 げ る 法 令 違 反 行 為 等 の 分 類 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る と お り と す る 。  

（ １ ） Ｂ 　 基 準 期 間 は ４ 月 、 短 期 は ２ 月 、 長 期 は ６ 月 と す る 。  



（ ２ ） Ｃ 　 基 準 期 間 は ２ 月 、 短 期 は １ 月 、 長 期 は ４ 月 と す る 。  

（ ３ ） Ｄ 　 基 準 期 間 は １ 月 、 短 期 は １ ４ 日 、 長 期 は ２ 月 と す る 。 

（ ４ ） Ｅ 　 基 準 期 間 は １ ４ 日 、 短 期 は ７ 日 、 長 期 は １ 月 と す る 。 

 （ ５ ） Ｆ 　 基 準 期 間 は ７ 日 、 短 期 は ３ 日 、 長 期 は １ ４ 日 と す る 。

（ 営 業 停 止 命 令 の 併 合 ）  

第 ９ 条 　 法 令 違 反 行 為 等 に 該 当 す る 行 為 が ２ 個 以 上 行 わ れ た 場 合

に お い て 営 業 停 止 命 令 を 行 う と き は 、 １ 個 の 営 業 停 止 命 令 を 行

う も の と す る 。  

２ 　 前 項 の 場 合 に お け る 基 準 期 間 、 短 期 及 び 長 期 は 、 そ れ ぞ れ 次

の 各 号 に 定 め る と お り と す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 期 間 は 、 ６ 月

 を 超 え る こ と は で き な い 。

（ １ ） 基 準 期 間 　 各 法 令 違 反 行 為 等 に つ い て 前 条 に よ り 定 め ら れ

た 基 準 期 間 の 最 も 長 い も の （ そ の 最 も 長 い も の が １ 月 で あ る

場 合 に あ っ て は 、 ３ ０ 日 ） に そ の ２ 分 の １ の 期 間 を 加 算 し た

期 間（ そ の 期 間 に １ 日 に 満 た な い 端 数 が あ る と き に あ っ て は 、

こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。）  

（ ２ ） 短 期 　 各 法 令 違 反 行 為 等 に つ い て 前 条 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た 短 期 の う ち 最 も 長 い も の  

（ ３ ） 長 期 　 各 法 令 違 反 行 為 等 に つ い て 前 条 の 規 定 に よ り 定 め ら

れ た 長 期 の う ち 最 も 長 い も の に そ の ２ 分 の １ の 期 間 を 加 算 し

た 期 間 （ そ の 期 間 に １ 日 に 満 た な い 端 数 が あ る と き は 、 こ れ

を 切 り 捨 て る も の と す る 。）  

（ 観 念 的 競 合 ）  

第 １ ０ 条 　 １ 個 の 行 為 が ２ 個 以 上 の 法 令 違 反 行 為 等 に 該 当 す る 場

合 に お い て 営 業 停 止 命 令 を 行 う と き は 、 各 法 令 違 反 行 為 等 に つ

い て 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た 基 準 期 間 、 短 期 及 び 長 期 の

う ち 、最 も 長 い も の を そ れ ぞ れ 基 準 期 間 、短 期 及 び 長 期 と す る 。 

（ 常 習 違 反 加 重 ）  

第 １ １ 条 　 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 営 業 停 止 命 令 を 受 け た 日 か ら ５

年 以 内 に 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 に 営 業 停 止 を 行 う と き は 、 当 該 営

業 停 止 命 令 に 係 る 法 令 違 反 行 為 等 に つ い て 第 ８ 条 の 規 定 に よ り

定 め ら れ た 基 準 期 間 、 短 期 及 び 長 期 に そ れ ぞ れ ２ を 乗 じ た 期 間

を 基 準 期 間 、 短 期 及 び 長 期 と す る 。 た だ し 、 そ の 基 準 期 間 、 短

期 及 び 長 期 は 、 ６ 月 を 超 え る こ と は で き な い 。  

 （ 営 業 停 止 命 令 の 期 間 の 決 定 ）

第 １ ２ 条 　 営 業 停 止 期 間 は 、 第 ８ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 定



め ら れ た 基 準 期 間 と す る 。  

２ 　 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事

由 が あ る と き は 、 第 ８ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 定 め ら れ た

短 期 を 下 回 ら な い 範 囲 内 に お い て 、 基 準 期 間 よ り 短 い 期 間 を 営

 業 停 止 期 間 と す る こ と が で き る 。

（ １ ） 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 に よ る 盗 品 等 の 売 買 等 の 防 止 又 は 盗

品 等 の 速 や か な 発 見 が 阻 害 さ れ る 程 度 が 低 い と 認 め ら れ る こ

 と 。

（ ２ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理 人 等 が 暴 行 又 は 脅 迫 を 受 け て

 営 業 停 止 命 令 行 為 を 行 っ た こ と 。

（ ３ ） 代 理 人 等 が 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 を 行 う こ と を 防 止 で き な

か っ た こ と に つ い て 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 の 過 失 が 極 め て 軽

 微 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。

（ ４ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 と 同 種 若 し く

は 類 似 の 法 令 違 反 行 為 等 が 将 来 に お い て 行 わ れ る こ と を 防 止

す る た め の 措 置 又 は 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 に よ り 生 じ た 違 法

状 態 若 し く は 依 頼 者 等 の 被 害 を 解 消 し 、 若 し く は 回 復 す る た

め の 措 置 を 自 主 的 に と っ て お り 、 か つ 、 改 悛 の 情 が 著 し い こ

 と 。

３ 　 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

事 由 が あ る と き は 、 第 ８ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 定 め ら れ

た 長 期 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 、 基 準 期 間 よ り 長 い 期 間 を 営

 業 停 止 期 間 と す る こ と が で き る 。

（ １ ） 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 の 態 様 が 極 め て 悪 質 で あ る こ と 。  

（ ２ ） 法 令 又 は 指 示 に 違 反 し た 程 度 が 著 し く 大 き い こ と 。  

（ ３ ） 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 に よ り 生 じ た 盗 品 等 の 売 買 等 の 防 止

又 は 盗 品 等 の 速 や か な 発 見 が 阻 害 さ れ る 程 度 が 著 し く 高 い と

 認 め ら れ る こ と 。

（ ４ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 を 行 っ た 日 前

５ 年 以 内 に 同 種 又 は 類 似 の 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 を 理 由 と し

て 、 指 示 又 は 営 業 停 止 命 令 を 受 け た こ と 。  

（ ５ ） 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 を 代 理 人 等 が 行 う こ と を 防 止 で き な

か っ た こ と に つ い て 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 の 過 失 が 極 め て 重

大 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  

（ ６ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 営 業 停 止 命 令 対 象 行 為 に 関 す る 証 拠

を 隠 滅 し 、 偽 造 し 、 又 は 変 造 し よ う と す る な ど 情 状 が 特 に 重



 い こ と 。

 （ 許 可 の 取 消 し を 行 う べ き 場 合 ）

第 １ ３ 条 　 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 は 、許 可 を 取 り 消 す も の と す る 。 

（ １ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が Ａ に 分 類 さ れ る も の を 行 っ た と き 。 

（ ２ ） 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 が 代 理 人 等 に 対 し 指 導 及 び 監 督 そ の 他

代 理 人 等 に よ る 法 令 違 反 行 為 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 を

尽 く し て い な か っ た こ と に よ り 、 代 理 人 等 が Ａ に 分 類 さ れ る

 も の を 行 っ た と き 。

（ ３ ） 第 ８ 条 か ら 第 １ １ 条 ま で の 規 定 に よ り 営 業 停 止 命 令 の 長 期

が ６ 月 に 達 し た 場 合 で あ っ て 、 か つ 、 前 条 第 ３ 項 に 掲 げ る 事

由 が あ る と き 。  

（ ４ ） 許 可 の 取 消 し を 行 お う と す る 日 前 １ 年 間 に ６ ０ 日 以 上 の 営

業 停 止 命 令 を 受 け た 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は 代 理 人 等 が 当 該

営 業 停 止 命 令 の 理 由 と な っ た 法 令 違 反 行 為 に 係 る 法 令 の 規 定

 と 同 一 の 法 令 の 規 定 に 違 反 し た と き 。

（ ５ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の 場 合 の ほ か 、 法 令 違 反 行 為 等 （ Ｉ に

分 類 さ れ る も の を 除 く 。） を 行 っ た 特 定 金 属 類 取 扱 業 者 又 は

代 理 人 等 が 再 び 法 令 違 反 行 為 等 を 繰 り 返 す お そ れ が 極 め て 強

く 、 特 定 金 属 類 取 扱 業 の 健 全 化 が 期 待 で き な い と 判 断 さ れ る

 と き 。

 （ 情 状 に よ る 軽 減 ）

第 １ ４ 条 　 許 可 の 取 消 し を 行 う こ と と な る 事 案 で あ っ て も 、 情 状

に よ り 特 に 処 分 を 軽 減 す べ き 事 由 が あ る と き は 、 許 可 の 取 消 し

 に 代 え て 営 業 停 止 命 令 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。

 （ 指 示 、 営 業 停 止 及 び 取 消 し の 関 係 ）

第 １ ５ 条 　 法 令 違 反 行 為 等 に 対 し て 許 可 の 取 消 し を 行 う と き は 、

 指 示 又 は 営 業 停 止 命 令 は 行 わ な い も の と す る 。

２ 　 営 業 停 止 命 令 を 行 う 場 合 に お い て 、 法 令 違 反 状 態 の 解 消 等 の

た め 必 要 が あ る と き は 、 当 該 営 業 停 止 命 令 の 処 分 事 由 に つ い て

指 示 を 併 せ て 行 う こ と が で き る 。



別表（第３条関係）

番号 法令違反行為等 関係条項 分類

1 不正手段により許可を受ける行為 条例第３条、条例第２４条第２号 Ａ

2 名義貸し 条例第９条、条例第２４条第３号 Ａ

3 営業停止等命令違反 条例第２０条、条例第２４条第４号 Ａ

4 確認等義務違反 条例第１２条第１項、条例第２５条第１号 Ｄ

5 帳簿等備付け義務違反 条例第１４条第１項、条例第２５条第１号 Ｄ

6 品触れ相当品届出義務違反 条例第１５条第３項、条例第２５条第１号 Ｃ

7 帳簿等記載等義務違反 条例第１３条、条例第２５条第２号 Ｄ

8 帳簿等毀損等届出義務違反 条例第１４条第２項、条例第２５条第３号 Ｄ

9 品触書保存等義務違反 条例第１５条第２項、条例第２５条第４号 Ｄ

10 差止め命令違反 条例第１６条、条例第２５条第５号 Ｃ

11 許可申請書等虚偽記載 条例第５条、条例第２６条 Ｄ

12 変更届出義務違反
条例第７条第１項、第２項、条例第２７条
第１号

Ｅ

13 廃業等届出義務違反 条例第８条、条例第２７条第２号 Ｆ

14 行商人証携帯義務違反
条例第１０条第１項、第２項、条例第２７
条第３号

Ｆ

15 標識掲示等義務違反 条例第１１条、条例第２７条第３号 Ｆ

16 報告義務違反 条例第１７条、条例第２７条第４号 Ｄ

17 立入り等の拒否等 条例第１８条第１項、条例第２７条第５号 Ｄ

18 行商人証提示義務違反 条例第１０条第３項 Ｆ

19 不正品申告義務違反 条例第１２条第３項 Ｄ

20 指示処分違反 条例第１９条 Ｂ

21 行商人証、標識に係る他事記載の禁止 条例施行規則第１０条 Ｉ

22 帳簿等記載書類の取引順編てつ 条例施行規則第１４条第３項 Ｉ


